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１ 調査検討の目的 

現在、消防法（以下「法」という。）上の危険物に該当しない物質で、火災危険性

を有すると考えられる物質や火災予防又は消火活動上支障を生ずる物質が流通すると、

火災発生の危険性や消火活動時の危険性等が増大することが考えられる。 

  これらの物質による災害の発生を未然に防止するとともに、万が一災害が発生した 

 場合においても安全に消火活動を行うため、過去の事故事例、生産量等の調査から該 

 当する物質を早期に把握して危険性を評価し、もって危険物等の保安の確保に資する 

 ことを目的とする。 

 

２ 調査検討事項 

  本年度の検討会では、次の事項について調査検討を行った。 

 ⑴ 火災危険性を有するおそれのある物質の危険物への追加及び類別の変更に関する 

  こと 

 「危険物に該当しない物質のうち、法別表第一の性質欄に掲げる性状を有するお

それのある物質」又は「危険物に該当する物質のうち、他の類の性状を示すおそれ

のある物質」（以下「火災危険性を有するおそれのある物質」という。）を調査し、

危険物への追加又は危険物の類別の変更を行うか否かについて調査検討した。 

⑵ 消防活動阻害性を有するおそれのある物質の消防活動阻害物質への追加及び除外

に関すること 

 新たに毒物及び劇物取締法の毒物又は劇物（以下「毒劇物」という。）に指定さ

れ、又は除外された物質について、「法第９条の３第１項に定める火災予防又は消 

火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質」（以下「消防活動阻害物質」とい

う。）に該当するか否か、又は除外を行うか否かについて調査検討した。 

 

３ 検討会開催状況 

  本検討会は、４委員等名簿に示す委員等により、表Ⅰ－１の日程で開催した。 

表Ⅰ－１ 検討会の開催状況 

日  程 検 討 事 項 

第１回 

令和４年７月８日（金） 

(1) 「火災危険性を有するおそれのある物質」の調査方法（案）に

ついて 
(2) 「消防活動阻害性を有するおそれのある物質」の調査方法

（案）について 

(3) その他 

第２回 

令和４年10月13日（木） 

（ＷＥＢ会議） 

(1) 「火災危険性を有するおそれのある物質」の対応（案）につい 

 て 

(2) 「消防活動阻害性を有するおそれのある物質」の対応（案）に

ついて 

(3) その他 

第３回 

令和５年３月１日（水） 

（ＷＥＢ会議） 

(1) 「火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討報

告書（案）」について 

(2) その他 
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１ 対応方針 

⑴ 火災危険性を有するおそれのある物質の調査に関する基本的な考え方 

ア 危険物の定義 

危険物は、法第２条第７項において「法別表第一の品名欄に掲げる物品で、同

表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。」と規定

されている。 

法別表第一の品名欄には、塩素酸塩類、有機過酸化物等の物品名以外に「その

他のもので政令で定めるもの」及び「前各号に掲げるもののいずれかを含有する

もの」が掲げられている。 

「その他のもので政令で定めるもの」とは、危険物の規制に関する政令（以下

「政令｣という。）第１条において規定されているものを指しており、「前各号に

掲げるもののいずれかを含有するもの」とは、法別表第一の品名欄に掲げられる

物品のいずれかを含有しているものを指す。 

また、「同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」とは、政令に定める危険性

を判断するための試験（以下「危険物確認試験」という。）において、政令で定

める性状を有するものであることを指す。 

なお、危険物はその性質に応じて、表Ⅱ－１のとおり第１類から第６類の６つ

のグループに区分されている。 

表Ⅱ－１ 危険物の区分 

 

イ 火災危険性を有するおそれのある物質を危険物に追加する際の考え方 

平成20年度に開催した「危険物等の危険性に関する調査検討会」における方針を踏

まえ、火災危険性を有するおそれのある物質が、次のいずれの条件も満たしている場

合において、危険物に追加することが妥当であるとされた。 

 

類 別 性 質 性質の概要 

第１類 酸化性固体 

酸化力の強い固体又は衝撃に対する敏感性の高い固体

であり、可燃物の燃焼を著しく促進する性質を持つも

の 

第２類 可燃性固体 比較的低温で着火しやすい固体の可燃物 

第３類 
自然発火性物質 

及び禁水性物質 

空気中で発火するおそれのある固体又は液体、水と接

触して発火するもの又は水と接触し可燃性ガスを発生

する固体又は液体 

第４類 引火性液体 引火性の液体 

第５類 自己反応性物質 加熱等により爆発する危険性を有する固体又は液体 

第６類 酸化性液体 
酸化力の強い液体であり、可燃物の燃焼を著しく促進

する性質を持つもの 
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【条件① 火災危険性】 

危険物確認試験により、火災危険性を有するおそれのある物質が政令で定める

性状を有すること。 

【条件② 年間生産量等】 

火災危険性を有するおそれのある物質の年間生産量等（年間の製造量と輸入量

の合計）が、次の計算式で求められる数値以上であること。 

＜計算式＞ 

[火災危険性を有するおそれのある物質を危険物に追加した場合における指定数

量]×100（倍）×365（日） 

 

 

 

 

 

危険物確認試験は、類別に複数の試験が定められているが、候補となる物質に

ついて、いずれかの試験を実施した結果、危険物と同等以上の性状を示した場合

に条件①に該当する。 

例えば、危険物確認試験のうち、圧力容器試験（自己反応性物質の判定を行う

手法の一つ）において、試験物品の危険性が認められた場合は、条件①に該当す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

条件②の計算式における「火災危険性を有するおそれのある物質を危険物に追

加した場合における指定数量」とは、条件①の危険物確認試験の結果、当該物質

が当てはまる政令別表第三の性質欄に掲げる性質に対応した指定数量をいう。 

この年間生産量等は、ヒドロキシルアミン等を危険物として新たに追加するか

否かについて調査検討を行った、平成12年当時のヒドロキシルアミン等の年間生

産量（ヒドロキシルアミン50％水溶液の生産量：4,000t、硫酸ヒドロキシルアミ

ンの生産量：6,000t）を勘案して定められたものである。 

１ ヒドロキシルアミン50％水溶液（第五類第二種自己反応性物質） 

年間生産量・・・・・・・・・4,000t 

【100kg】×100×365日 ・・・3,650t 

 

２ 硫酸ヒドロキシルアミン（第五類第二種自己反応性物質） 

年間生産量・・・・・・・・・6,000t 

【100kg】×100×365日 ・・・3,650t 

    

⑵ 消防活動阻害性を有するおそれのある物質を消防活動阻害物質に追加する際の 

基本的な考え方 

ア 消防活動阻害物質の定義 

  消防活動阻害物質は、法第９条の３第１項において、「圧縮アセチレンガ   

   ス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれの 

   ある物質で政令で定めるもの」と規定されている。政令第１条の10第１項では、 

   次の①から⑥に掲げる物質であって、それぞれ定める数量以上のものと規定され 

   ている。 

① 圧縮アセチレンガス：40㎏ 

② 無水硫酸：200㎏ 
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③ 液化石油ガス：300㎏ 

④ 生石灰（酸化カルシウム80％以上を含有するものをいう。）：500㎏ 

⑤ 毒物及び劇物取締法（昭和25年法律第303号）第２条第１項に規定する毒物

のうち別表第一の上欄に掲げる物質：当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に

定める数量（30kg） 

⑥ 毒物及び劇物取締法第２条第２項に規定する劇物のうち別表第二の上欄に

掲げる物質：当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量（200kg） 

 

イ 毒物・劇物の対応 

消防活動阻害性を有する物質のうち、毒物・劇物に該当するものについては、

「消防活動阻害物質の指定基準に関する調査検討委員会（平成６年度）」（委員

長：秋田一雄 東京大学名誉教授）において、消防活動阻害物質の追加に関する基

本的な考え方等の要件がとりまとめられたところである。 

原則として、危険物に該当するものを除外し、流通実態を考慮して表Ⅱ－２のい

ずれかの要件に該当するものについて、消防活動阻害物質に新たに追加する必要が

あるとされている。 
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表Ⅱ－２ 消防活動阻害物質に新たに追加するための要件 

指 定 要 件 細     目 

① 常温で人体に有害な気体であるも

の又は有害な蒸気を発生するもの 

○「常温」とは、温度20℃をいう。 

 

○「有害な」とは、危険な吸入毒性を有

することをいう。 

 

○「有害な蒸気を発生するもの」とは、

液体（１気圧において、温度20℃で液

状であるもの又は温度20℃を超え40℃

以下の間において液状となるものをい

う。）であるもの又は空気中の水分等

と反応して、危険な吸入毒性を有する

気体を発生する固体（気体及び液体以

外のものをいう。）であるものをい

う。 

② 加熱されることにより人体に有害

な蒸気を発生するもの 

○「加熱されること」とは、火災時にお

ける温度上昇をいう。 

 

○「有害な蒸気を発生するもの」とは、

固体であって、融解若しくは昇華する

もの又は分解により危険な吸入毒性を

有する気体を発生するものをいう。 

③ 水又は酸と反応して人体に有害な

気体を発生するもの 

○「有害な気体を発生するもの」とは、

固体であって、危険な吸入毒性を有す

る気体を発生するものをいう。 

④ 注水又は熱気流により人体に有害

な粉体が煙状に拡散するもの 

○「粉体」とは、流通する形状が粉粒状

（目開きが２mmの網ふるいを通過する

量が10％以上であるもの）であるもの

をいう。 
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 【消防活動阻害物質（毒物・劇物）に関する指定要件】の判断基準 

① 常温で人体に有害な気体であるもの又は有害な蒸気を発生するもの 

吸入毒性によって毒劇物に指定された物質は、表Ⅱ－２①の危険性を有するものと

する。 

② 加熱されることにより人体に有害な蒸気を発生するもの 

有害な蒸気の発生量を実験（文献により明らかな場合は文献値）により求め、その

発生量から「毒物劇物の判定基準」（資料２）と比較し、吸入毒性が同程度以上であ

るかを確認する。（表Ⅱ－３） 

③ 水又は酸と反応して人体に有害な気体を発生するもの 

有害な気体の発生量を実験（文献により明らかな場合は文献値）により求め、その

発生量から「毒物劇物の判定基準」と比較し、吸入毒性が同程度以上であるかを確認

する。（表Ⅱ－３） 

④ 注水又は熱気流により人体に有害な粉体が煙状に拡散するもの 

  毒劇物に指定された物質で、流通する形状が粉粒状（目開きが２mm の網ふるいを通

過する量が 10％以上であるもの）である物質は、表Ⅱ－２④の危険性を有するものと

する。 

表Ⅱ－３ 「毒物劇物の判定基準」と比較し、同程度以上であるかの確認方法 

確 認 方 法 

当該物質１mol から生成した有害な気体により、LC50 となる空間体積が 9,780〔L〕以

上かどうか。 

 

「毒物劇物の判定基準」より、吸入毒性（ガス）による指定の要件は LC50 が 2,500ppm(4hr)以下

である。これは物質 1mol が 9,780〔L〕以上の空間を、LC50 とできるということを意味している。 

24.45〔L/mol〕/2,500ppm＝9,780〔L〕 

補足事項※１ 
１ 有害な気体が複数種類発生した場合、各気体の LC50 となる空間体積を合計し、混合気

体１mol 当たり 9,780〔L〕以上となるかを確認する。 
２ 有害な蒸気が発生した場合は、下記の式により換算を行う。 

 ppmV ≒ mg/L × 1000 × 24.45/分子量（１気圧、25℃で換算した場合） 
３ 通常４時間暴露した時のデータを用いるが、４時間以下のデータしか得られない場合は

LC50 は、下記の式により推定する。 
   LC50(4hr) ≒ LC50(Ahr)√A / 2 

※１ 「政府向け GHS 分類ガイダンス」（令和４年３月 関係省庁（厚生労働省、経済産業省、環境省、

消費者庁、消防庁、農林水産省、国土交通省、外務省、国際連合 GHS 専門家小委員会委員、国際

連合 TDG 専門家小委員会委員、独立行政法人製品評価技術基盤機構、日本化学工業協会、OECD 

タスクフォース委員））から参照 

[計算例] 
加熱されることにより、物質Ａ1molから有害気体Ｂ（Ｍ＝27、LC50＝400ppm）3g、有害蒸

気Ｃ（Ｍ=130、LC50＝0.5mg/L）2g、発生した場合 

有害気体ＢがLC50とできる空間：3[g]/27[g/mol]×24.45[L/mol]/400[ppm]=6,791[L] 

 有害蒸気ＣのLC50のppm換算：0.5[mg/L]×1000×24.45/130≒94[ppm] 

 有害蒸気ＣのLC50とできる空間：2[g]/130[g/mol]×24.45[L/mol]/94[ppm] ≒4001[L] 

 有害気体B及び有害蒸気ＣによりLC50とできる空間：6,791[L]＋4001[L]=10,792[L] 

       10,792 [L] ＞ 9,780[L] であることから②の要件を満たす 
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２ 火災危険性を有するおそれのある物質の調査検討 

 ⑴ 調査方法（図Ⅱ－１） 

  ア 第一次候補物質の抽出 

次の(ｱ)、(ｲ)及び(ｳ)により、火災危険性を有するおそれのある物質を抽出する。 

(ｱ) 国内外の事故事例調査 

次のデータベース等の事故事例から、過去１年間に発生・報道された火災・

爆発事故に関与した火災危険性を有するおそれのある物質を抽出する。 

① 火災原因調査報告データ（消防庁） 

② 危険物に係る事故事例（消防庁） 

③ 災害情報データベース（特定非営利活動法人災害情報センター） 

④ 事故事例データベース（高圧ガス保安協会） 

⑤ 労働災害事例（安全衛生情報センター、中央労働災害防止協会） 

⑥ リレーショナル化学災害データベース（国立研究開発法人産業技術総合研究所） 

⑦ データベースｅＭＡＲＳ（欧州委員会共同研究センター） 

⑧ データベースＦＡＣＴＳ（オランダ応用科学研究機構） 

⑨ ＣＳＢ(US Chemical Safety and Hazard Investigation Board)の事故 

 調査報告書 

⑩ 新聞・インターネット等で報道された火災・爆発事故 

⑪ ＡＲＩＡ（フランス） 

(ｲ) 文献等調査 
次の文献等から、火災危険性を有するおそれのある物質を抽出する。 

① 経済産業省の示す「一般化学物質等の製造・輸入数量（2020年度実 

績）」、「優先評価化学物質の製造・輸入数量（2020年度実績）」及び 

「監視化学物質の製造・輸入数量（2020年度実績）」について、年間100ト 

ン以上の製造・輸入量がある物質（今回対象外） 

② 調査時点で、危険物の輸送に関する国連勧告書第21改訂版（国連危険 

物輸送専門家委員会）において、第20改訂版と比較して新たに追加された

物質（今回対象外） 

③ 17322の化学商品（化学工業日報社）(2022年版)において、17221の化学

商品（化学工業日報社）(2021年版)と比較して新たに追加された物質（今

回対象外） 

④ ＩＡＴＡ規則書において、危険物として定義されている物質（今回対象

外） 

⑤ 2021年度において、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム

（ＧＨＳ）に分類された物質又は見直した物質（ＧＨＳ関係省庁連絡会議、

厚生労働省、経済産業省、環境省。調査時点で公表されていた場合。） 

⑥ 安全工学会（ＪＳＳＥ）会誌「安全工学」（今回対象外） 

 (ｳ) 再調査 
   ① 流通量モニタリング物質 

過去の検討会において、火災危険性の評価で「危険性あり」とされ、危 

険物に追加する条件となる年間生産量等が一定量未満であった物質（以下 
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グループ番号は、危険性評価時

の優先順位となる。 

【高 ①＞②＞③＞④＞⑤ 低】 

「流通量モニタリング物質」という。）について、再度年間生産量等を調 

査する。 
     ② 再調査物質 
       過去の検討会において、第一次候補物質に抽出されていたが、これまで

入手可能性等の理由により危険物確認試験を実施していない物質（以下

「再調査物質」という。）について、用途、主な取扱企業及び流通量を改

めて調査する。 
 

イ 第二次候補物質の選定 

第一次候補物質に抽出された火災危険性を有するおそれのある物質について、文

献、インターネット等により、それぞれの物質の性状、用途、流通状況等を調査し、

以下の①から⑤のグループに分類する。  

 

① 火災・爆発事故に関与した可能性のある物質 

② 製造・輸入量100 t/年以上の物質 

③ 製造・輸入量100 t/年未満の物質 

④ 用途のみが把握できた物質 

⑤ 用途及び流通量が把握できない物質 

 

ウ 火災危険性評価 

物質の流通状況など入手可能性等を踏まえ、火災危険性評価の実施が適当と判断

した第二次候補物質について、前イの優先順位により、物質ごとに想定される火災

危険性に応じた類別の危険物確認試験を行う。 

 

エ 年間生産量等による評価 

前ウの火災危険性評価の結果、危険物としての性状を有していることが確認され

た物質について、危険物に追加する第２の条件となる年間生産量等（【火災危険性

を有するおそれのある物質を危険物に追加した場合における指定数量】×100（倍）

×365（日））の確認を行う。あわせて過去の検討会において年間生産量等の観点

から指定に至らず継続的に流通量をモニタリングすることとしている流通量モニタ

リング物質（表Ⅱ－４）に関して、その年間生産量等の確認を行う。 
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生産（流通）量 

チェック 

流通量モニタリング

物質 

（次年度に再度生産（流

通）量をチェック） 

 

第一次候補物質の抽出 

再調査物質 

（前年度までの調査において、火災危険性

を有するおそれのある物質として抽出され

ていたが、これまで危険物確認試験を実施

していない物質） 

火災危険性の評価 

指定せず 

危険性なし 

第二次候補の選定 

（優先順位付け） 

一定量以上 

文献調査 

（各種文献・資料等で新たに確認され

たこれまでに危険物確認試験を実施し

ていない物質） 

国内外事故事例調査 

（各種データベース等において過去１

年間に追加・報道された事故事例にお

いて、火災・爆発事故に関与した可能

性のある物質） 

【
第
一
次
候
補
物
質
の
抽
出
】 

危険性あり 

※【優先順位】 

① 火災・爆発事故に関与した可能性のある物質 

（過去の検討会の結果、火災・爆発事故に関与した可能性

のある物質とされたものを含む。） 

② 製造・輸入量 100 t/年以上の物質 

③ 製造・輸入量 100 t/年未満の物質 

④ 用途のみが把握できた物質 

⑤ 用途及び流通量が把握できない物質 

一定量未満 

【
年
間
生
産
量
等
に
よ
る
調
査
】 

物質の入手可能性等を勘案

し、火災危険性評価の実施を

判断 

未実施 

実施 

用途及び流通量を調査 

危険物確認試験の実施 

指 定 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－１ 火災危険性を有するおそれのある物質の危険物指定の流れ 
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表Ⅱ－４ 流通量モニタリング物質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 物質名 № 物質名

1 ヨードソベンゼン（ヨードシルベンゼン） 17 水酸化尿素　（ヒドロキシル尿素）

2 ヒドラジン 18 トリメチルホスフィン

3 ナトリウムアミド 19 トリ-t-ブチルホスフィン

4 窒化リチウム 20 ジアリルエーテル

5 ジフェニルホスフィン 21 オキセタン（トリメチレンオキシド）

6 シクロヘキサ-1,3-ジエン 22 塩化チタン（Ⅲ）,無水,アルミニウム還元型

7 2-チオキソ-4-チアゾリジノン　（ロダニン） 23 塩化チタン（Ⅲ）

8 2-クロロピリジン-N-オキシド 24 トリブチルホスフィン

9 リン酸トリメチル 25 ラネーニッケル（スポンジニッケル触媒）

10 アクリルアルデヒド（＞90％）　（アクロレイン） 26 トリメチル亜リン酸

11 アセトアルデヒドオキシム　（ヒドロキシイミノエタン） 27 シアナミド

12 3-ブロモプロピン　(臭化プロパルギル） 28 アセトアミドオキシム

13 2-アミノチアゾール 29 窒化チタン粉末

14 イソパレルアルデヒド 30 アゼチジン

15 亜硝酸イソペンチル 31 2-クロロアセトアルドオキシム

16 フェニルホスホン酸ジクロリド
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⑵ 調査及び火災危険性評価の結果 

ア 第一次候補物質の調査結果 

調査結果は次のとおりであり、第一次候補物質として11物質を抽出した。 

 

①国内外の事故事例調査（該当なし） 

－ 

 

②文献調査（１物質） 

・イプコナゾール  

 

③再調査（10物質） 

・デカボラン（１４） 

・１Ｈ－トリアジリン（アジ化水素（水）） 

・ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－４－オキソベンゾトリアジン－３－イルメチル 

 （アジノホスメチル） 

・三塩化窒素 

・ビス（ジメトキシチオホスフィニル）ペルスルフィド 

・四硫化四窒素 

・三ヨウ化窒素 

・５－メチル－１－（１－メチルエチル）－１，２，３アザジホスホール 

・１，２－シクロブタンジオン 

・スピロテトラマト 

 

イ 第二次候補物質の選定結果 

第一次候補物質として選定された、前アの11物質について、事故事例、用途及び

流通量に基づき、前⑴イの①から⑤で示す優先順位によりグループに分類した。 
 

①火災・爆発事故に関与した可能性のある物質（５物質） 

・１Ｈ－トリアジリン（アジ化水素（水）） 

・ジチオりん酸Ｏ，Ｏ－ジメチル－４－オキソベンゾトリアジン－３－イルメチル 

 （アジノホスメチル） 

・三塩化窒素 

・ビス（ジメトキシチオホスフィニル）ペルスルフィド 

・四硫化四窒素 

 

②製造・輸入量100 t/年以上の物質（該当なし） 

－ 

 



17 

③ 製造・輸入量100 t/年未満の物質（該当なし） 

－ 

 

④用途のみが把握できた物質（３物質） 

・イプコナゾール 

・デカボラン（１４） 

・スピロテトラマト 

 

⑤用途及び流通量が把握できない物質（３物質） 

・三ヨウ化窒素 

・５－メチル－１－（１－メチルエチル）－１，２，３アザジホスホール 

・１，２－シクロブタンジオン 

 

ウ 第二次候補物質の火災危険性評価 

本年度、第二次候補物質に選定された11物質のうち、入手可能性等を考慮の上、

表Ⅱ－５の１物質を確認試験に供することとした。 

 

表Ⅱ－５ 試験対象物質 

物 質 名 二次候補物質のグループ 

イプコナゾール ④ 

 

    上記の１物質については、文献調査の結果、その化学的構造が法別表第１第５

類の危険性を有する可能性が考えられた。そのため、政令第１条の７に定める熱

分析試験及び圧力容器試験を実施した結果、表Ⅱ－６のとおり危険性は認められ

なかった。 

 

表Ⅱ－６ 確認試験結果 

物 質 名 状態 

試験項目 

評価結果 
熱分析試験 圧力容器試験 

イプコナゾール 固体 危険性なし ランク③ 
第５類の危険物に

該当しない 

【※確認試験結果の詳細は『資料１』参照。】 

 

エ 流通量モニタリング物質の年間生産量等による評価 

    流通量モニタリング物質31物質のうち、本年度の調査では年間生産量等以上を

有する物質は認められなかった。 
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⑶ 結論 

   以上のことから、本年度は新たに危険物として追加又は類別の変更を行うべき物

質は、見出されなかった。 
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３ 消防活動阻害性を有するおそれのある物質の調査検討 

 ⑴ 毒物・劇物に指定又は除外された物質 

   本年度、「薬事・食品衛生審議会毒物劇物部会」（事務局：厚生労働省）におい

て、毒物・劇物への指定又は除外を行うことが適当であるとの審議を経て、毒物及

び劇物指定令の改正により毒物・劇物への指定又は除外を行う予定の物質は３物質

であった。 

当該３物質について、表Ⅱ－７のとおり調査を行った。 

 

表Ⅱ－７ 調査対象物質一覧 

区分 № 物 質 名 対 応 の 要 否 

劇
物
に 

指
定
す
る
予
定 

１ 
３―アミノプロパン－１－オール 

（１％以下を含有する製剤を除く） 
否（危険物のため） 

劇
物
か
ら 

除
外
す
る
予
定 

2 

２－イソブトキシエタノール 

（15％以下を含有する製剤を 
劇物から除外） 

否（未指定物質のため） 

3 四酸化二アンチモン 否（未指定物質のため） 

 

 

⑵ 消防活動阻害物質への追加又は除外の検討 

 対応不要の物質 

    (ｱ) 消防法危険物に該当する物質 

        劇物に指定する予定である表の№1の物質については、危険物第４類に該 

当するため、消防活動阻害物質への指定について対応は要しない。 

  (ｲ) 消防活動阻害物質として指定されていない物質 

        劇物から除外する予定である№2,3の物質については、いずれも現に消防

活動阻害物質として指定されていない。このことから、消防活動阻害物質か 

らの除外について対応は要さない。 

 

 ⑶ 結論 

以上のことから、本年度は新たに消防活動阻害物質として追加又は除外を行うべ

き物質は、見出されなかった。 
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資料１  

 

 

 

火災危険性を有するおそれのある物質の試験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イプコナゾール 
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確認試験結果報告書（データベース登録用） 

住  所 

会社名 

（第五類） 氏  名 印 

物 品 名 イプコナゾール

製造会社 

又は 

輸入会社 

住所 Tel 

FAX 

名称 

組    成 

全成分（化学名）及びそれぞれの含有率（重量％） 

テクリード原体 ：≧97％ 
不純物 ：  3％未満 

化学式  ：C18H24ClN3O

状    態 

（○印）

固体 ［  塊状  ・  粉粒状  ・  ペースト状  ・  その他（  ）］ 

液体 

試験結果 

（○印）

熱分析試験 危険性      有  ・   無 
試験データは 

別        添 
圧力容器試験 ランク      １  ・  ２  ・  ３ 

総合判定 

（○印）

Ⅰ  第一種自己反応性物質 

Ⅱ  第二種自己反応性物質 

Ⅲ  非危険物 

品    名 第五類    

そ の 他 

第三者への確認書の交付 （   可   ・ 不可   ） 

用途 ： 

連絡担当者 Tel 

FAX 

※備    考 S F1 F2 D1 D2 

※登録番号

注１）必要事項を記入し、該当する項目を○で囲むこと。 （Ａ４） 

注２）※印の欄は記入しないこと。 
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試    験    名 圧力容器試験 

試 験 実 施 日 ２０２２年 １２月 １日 

試  験  場  所 （株）住化分析センター 愛媛ラボラトリー 

試 験 実 施 者 

試  験  条  件 温度（  １３ ℃  ）  湿度（  ３０ ％  ） 

破  裂  板  の 
破  裂  圧  力 

（  ５．９  ）× 105 Pa 

昇  温  速  度 ４０ ℃／min 

試 験 物 品 名 イプコナゾール

試

験

結

果

オリフィス

板 の 孔 径 
９．０ ㎜ １．０ ㎜ 

１  回  目 不 破 裂 不 破 裂 

２  回  目 － 不 破 裂 

３  回  目 － 不 破 裂 

４  回  目 － 不 破 裂 

５  回  目 － 不 破 裂 

６  回  目 － 不 破 裂 

７  回  目 － － 

８  回  目 － － 

９  回  目 － － 

１０  回  目 － － 

破裂の回数 ０ ／ １ ０ ／ ６ 

判 定 

（○印）
※ ランク  （    １   ・ ２ ・ ３    ） 

注１）  １０回を超える測定結果は別紙 

注２）※１０回の測定（孔径９．０㎜）において破裂回数５回以上のもの･･････（ランク１） 

１０回の測定（孔径１．０㎜）において破裂回数５回以上のもの･･････（ランク２） 

１０回の測定（孔径１．０㎜）において破裂回数４回以下のもの･･････（ランク３） 
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試 験 名 熱分析試験

試 験実施日 2022年12月1日 ～ 2022年12月2日

試 験 場 所 株式会社 住化分析センタ ー 愛媛ラボラトリ ー

湿度 （ 19 ） ％ 

試 験実施者

試 験 条 件  温度 （ 24 )℃ 

昇 温 速 度  1 0 ℃/min 

試 名 称 示差走査熱量計
験 形 式 （株）日立ハイテクサイエンス DSC 6200-ASD2 
斗丞土

炉内雰囲気 窒素置

物 質名 2,4ー ジニトロトルエン(DNT) 過酸化ベンゾイル(BP 0) 

純 度 9 9 ％以上 9 9 ％以上
標

準
製造会社 富士フィルム和光純薬株式会社 キシダ化学株式会社

物
発熱開始温度 発 熱 量 発熱開始温度 発 熱 量

質
1回目 317℃ 3298 J/g 108℃ 1257 J/g 

2回目 319℃ 3434 J/g 108℃ 1225 J/g 
の

3回目 321℃ 3517 J/g 108℃ 1224 J/g 
試

4回目 321℃ 3237 J/g 109℃ 1210 J/g 
験

5回目 320℃ 3350 J/g 108℃ 1305 J/g 

平均値 320℃ 3367 J/g 108℃ 1244 J/g 

物 品名 イプコナゾ ー ル

発熱開始温度 発 熱 量
験

1回目 1 6 4℃ 4 6 6 J/g 
物

2回目 1 6 6℃ 4 5 7 J/g 
品

3回目 1 6 7℃ 4 3 6 J/g 
の

4回目 1 6 5℃ 4 4 4 J/g 
試

5回目 1 6 3℃ 4 8 0 J/g 
験

平均値 1 6 5℃ 4 5 7 J/g 

判定(0印） ※ 危険性 （ 有 ． ® ）

注1) 標準物質及び試験物品について5回を超える測定結果は別紙
注2) 判定に使用したグラフ（発熱量の常用対数値：補正温度の常用対数値）は別添
注3)※判定線上、又はそれより上部にある場合・・・・・・・・・・・・•.．.．．．.．．.． （危険性有）

判定線より下にある場合・・・・・・・・・・・・・・........................（危険性無）
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